
建設工事の競争入札参加資格審査申請する皆様へ 

社会保険等未加入業者及び解体工事に係る入札参加資格審査の取り扱いについてお知らせいたします。 

１ 社会保険等未加入業者の取り扱いについて 

建設産業において若年入職者の減少等が問題となっており、その一因として社会保険等の未加入業者が

多いことが挙げられていることからその対策として、社会保険等未加入業者は、平成 29 年度までは建設工事

の競争入札に参加できないものとなっていますが、平成 30・31 年度の建設工事の競争入札参加資格審査か

らは社会保険等の加入を資格要件とし、社会保険等未加入業者は登録することができません。 

※ 社会保険等の加入の確認は経営事項審査の結果通知書により行い、「雇用保険加入の有無」、「健康

保険加入の有無」又は「厚生年金保険加入の有無」の欄のうちひとつでも「無」がある方は、社会保険等

未加入業者とみなします（３つの欄すべてが「有」又は「除外」の場合は、社会保険等未加入業者となり

ません。）。 

２  解体工事に係る入札参加資格審査の取扱いについて 

建設業法の改正に伴い、富士市では平成 28年 6月 1日から入札参加資格を希望する建設業の種類に

解体工事を追加し解体工事の入札参加資格審査をしております。 

平成 28 年 5 月 31 日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者

は、建設業法の改正に伴う経過措置により引き続き３年間（平成31年 5月 31日まで）は「とび・土工・

コンクリート工事」の入札参加資格により解体工事を希望することが可能です。 

解体工事又とび・土工・コンクリート工事に入札参加資格審査申請をする場合、該当する業種の経

営事項審査を受け、経営規模等評価結果通知書（以下「経審」という。）の年平均欄に完成工事高が計

上されている必要がありますが、平成 28年 6 月 1 日以降の経審で「とび・土工・コンクリート工事」

の完成工事高が「0」であっても「とび・土工・コンクリート・解体（経過措置）」に完成工事高が記載

されている場合、とび・土工・コンクリート工事の入札参加資格審査申請をすることができます。 


